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＜付 録＞
【子どもの虐待とは】---P11
１．子どもの虐待のタイプ
２．虐待が子どもに及ぼす影響
３．一人で悩んでいませんか

【こどもの救急】---------P12
１．夜間小児救急電話
　２．休日夜間救急センター
　３．休日当番医





１．預ける
① 認定こども園
[bookmark: _Hlk46906301]＜どんなとこ＞
保護者が働いているいないにかかわらず、就学前の子どもが幼児教育と保育を一体的に受けることができる施設で、延長や休日保育をしているところもあります。
[bookmark: _Hlk46906406]＜保育料＞
[bookmark: _Hlk48634031]保護者の市民税の額に応じて定められています。なお、３～５歳児と3歳未満児で市民税非課税世帯の子については、保育料が無償化されています。また、令和７年４月から第２子以降の保育料を無料としています。
＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk48634125]市の保育幼稚園課又は下記の施設に相談してください。　☏ 220-2299

	[bookmark: _Hlk48634308][bookmark: _Hlk48635339]施 設 名
	住　  所
	電話番号

	みどりの杜
こども園
	みどり3-23-2
	249-5524

	ミドリ光と風こども園
	南塚町233
	249-6339

	安原こども園
	下安原町東1521-1
	249-2548

	みどりかわい幼稚園
	上安原町
2-130-1
	249-4828



② 保育所
[bookmark: _Hlk46906761]＜どんなとこ＞
仕事などで子どもの世話ができない保護者に代わって就学前児童の保育をしてくれるところで、延長や休日保育を行っているところもあります。
＜保育料＞
保護者の市民税の額に応じて定められています。なお、３～５歳児と3歳未満児で市民税非課税世帯の子については、保育料が無償化されています。また、令和７年４月から第２子以降の保育料を無料としています。
[bookmark: _Hlk46953919][bookmark: _Hlk46907932]＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk48634240]市の保育幼稚園課又は下記の施設に相談してください。　☏ 220-2299
	施 設 名
	住　  所
	電話番号

	あおば保育園
	豊穂町195
	240-0050




③ 幼稚園
[bookmark: _Hlk46907326]＜どんなとこ＞
3歳以上児に対して集団生活の体験や幼児教育など4時間程度の就学前教育を行うところです。
＜保育料＞
幼稚園ごとに設定されており、月額25,700円を限度に無償化となっています。
[bookmark: _Hlk46911102]＜問合せ先＞
各園にお問い合わせください。
	施 設 名
	住　  所
	電話番号

	藤花幼稚園
	上安原町169-1
	240-7444


[image: 日本赤十字社茨城県支部乳児院]

④ 病児・病後児保育事業
[bookmark: _Hlk46909052]＜どんなもの＞
子どもが病気になったり、回復が長引いたときなど、保護者が仕事やその他の理由で看病ができず、また、回復するまで保育所等へ復帰できない場合、一時的に預かってくれます。
＜利用料金＞
直接、下記の施設へお尋ねください。
[bookmark: _Hlk46914794]＜実施施設＞
	施 設 名
	住　  所
	電話番号

	県立中央病院
ひよこ
	鞍月東2-1
	238-7868

	金沢大学病院
たんぽぽルーム
	宝町13-1
	265-2990

	健生クリニックほっとルーム
	平和町3-5-2
	241-9062

	城北病院
はっぴー
	京町20-3
	253-0561

	聖霊乳児院
せいれい
	長町1-5-46
	223-2980

	松田小児科医院ひまわりるーむ
	増泉2-7-37
	225-6344

	横井小児科内科医院こりすの里
	菊川1-10-3
	262-8551

	市立病院さくら
	平和町3-7-3
	245-7330


[bookmark: _Hlk46925099]⑤ 休日保育
＜どんなもの＞
休日も働いている保護者のため、日曜・祝日も預かっていますす。
＜利用方法は＞
各施設に申し込んでください。
＜利用料金＞
通常の保育料に含まれています。
＜問合せ先＞
・キッズみなと園
[bookmark: _Hlk202029314]　　木曳野2-126　☏266-1711
・県済生会こども園アイリス
[bookmark: _Hlk202029459]本町1-2-16　　☏233-1649
  ・ひょうたん
　　　瓢箪町8-22　　☏221-6611
　・双葉こども園・双葉第二こども園
　　　香林坊2-5-24　☏231-3456
　・第一善隣館保育所
　　　野町3-1-15　　☏241-4030

[bookmark: _Hlk46927137]⑥ 一時預かり
＜どんなもの＞
保護者の病気や看護、冠婚葬祭、育児リフレッシュ等のため、一時的に児童の世話が困難になった場合に預かってくれます。
＜利用料金＞
利用料金など詳細については、各施設へお尋ねください。
[bookmark: _Hlk46954440]＜問合せ先＞
　・みどりの杜こども園
[bookmark: _Hlk202029974][bookmark: _Hlk202030501]　　　みどり3-23-2　　☏ 249-5524
　・ミドリ光と風こども園
　　　南塚233　　　　☏ 249-6339
　・安原こども園
　　　下安原町東1521-1　☏ 249-2548
　・みどりかわい幼稚園
　　　上安原2-130-1　☏ 249-4828

⑦ ファミリーサポートセンター
＜どんなもの＞
保育所等の送迎や預かりなど、個別の要望に合った育児支援を行います。
＜利用方法は＞
利用には会員登録が必要です。
＜問合せ先＞
金沢市ファミリーサポートセンター
富樫3-10-1  ☏ 243-3410
[image: はじめての離乳食／精華町]
⑧ ベビーシッター
＜どんなもの＞
家庭の事情で子どもを見てほしい時で保育所では対応できない場合に保護者が留守もしくは用事のある間、個別に子どもの世話をしてくれます。
・産後のケアと新生児や上の子の世話
・保育所、幼稚園の送迎
・出張、残業や日祝日の出勤時の保育
・国内外への旅行の際の保育
・同窓会やサークル活動の際の保育
＜利用方法は＞
直接ベビーシッター会社に連絡
＜利用料金＞
1,000円～2,400円/時間
（会社によって多少異なります。）
＜問合せ先＞
・アイ愛ベビーシッター
　　　泉野町1-19-22　　☏ 242-8686
・ゆいまーるベビー金沢
　　長町2-7-22　　　☏ 261-5566

⑨ ショートステイ（短期宿泊）
＜どんなもの＞
保護者が病気や出産のとき、また、家族の看護などの非常時に短期間(７日以内)の宿泊を含めて子どもを預かってくれます。
＜利用料金＞
利用方法、利用料金等詳細については、
下記の施設又は、市こども相談センターへ
＜実施施設＞
・こども家庭センター金沢
平和町3-23-5　　☏ 243-8341
・聖霊乳児院
[bookmark: _Hlk202024457]長町1-5-30　　　☏ 223-2878
[bookmark: _Hlk202024800]・梅光児童園
石引4-6-1 　　　☏ 232-1072
＜問合せ先＞
こども相談センター
富樫3-10-1　☏ 243-4158

[bookmark: _Hlk48640748]⑩ トワイライトステイ（夜間預かり）
＜どんなもの＞
保護者が仕事等で平日の夜間又は休日に不在となることで児童の養育が困難になった場合に子どもを預かってくれます。
＜利用料金＞
利用方法、利用料金等詳細については、
下記の施設又は、市こども相談センターへ
＜実施施設＞
　・こども家庭支援センター金沢
[bookmark: _Hlk202031324]平和町3-23-5　☏ 243-8341
　・野町保育園
野町3-24-32　 ☏ 244-6458
・梅光児童園
石引4-6-1　　☏ 232-1072
  ＜問合せ先＞
こども相談センター
富樫3-10-1　☏ 243-4158

⑪ 放課後児童クラブ
＜どんなとこ＞
共働き等により放課後、児童を保護する方がいない家庭の小学生を預かりし、遊びを中心とする健全育成活動を行います。
＜保育時間＞
	項　　目
	基本保育
	延長保育

	月～金曜日
	放課後～18時
	18:00～18:30

	土 曜 日
	8：30～17：00
	17:00～17:30

	学校休業日
	8：30～17：00
	17:00～18:00


· 延長保育料：100円/回
＜利用料金（月額）＞　　 　 単位：円
	項　目
	1・2年生
	3年生
	4年生以上
	ひとり親家庭

	保育料
	8,000
	7,000
	5,000
	5,600

	その他
	2,800

	計
	10,800
	9,800
	7,800
	8,400


※その他（おやつ代1,700円、雑費500円、
保護者会費300円、施設修繕費：300円）
＜問合せ先＞
・きりん児童クラブ
[bookmark: _Hlk202025738]みどり1-179　　☏ 249-4782
・こじか児童クラブ
福増町北1067　　☏ 249-8930
・第二こじか児童クラブ
 福増町北1067　 ☏ 249-8930
2． 集う
[bookmark: _Hlk46911148]① 育児教室
＜どんなもの＞
[bookmark: _Hlk46911894]保育所や幼稚園、児童館等が施設を開放して定期的に親子で遊んだり、子育てについて相談できる機会(場)を提供しています。
＜利用方法は＞
[bookmark: _Hlk47022699][bookmark: _Hlk46915548]直接利用施設に申し込みしてください。
＜利用料金＞
[bookmark: _Hlk47022722]無料で利用できます。(教材費等を除く)
＜問合せ先＞
　・みどりの杜こども園
　　　みどり3-23-2　　☏ 249-5524
　・みどり光と風こども園
　　　南塚町233　　　 ☏ 249-6339
　・安原こども園
　　　下安原町東1521-1　☏ 249-2548
　・みどりかわい幼稚園
[bookmark: _Hlk202031829]　　　上安原町2-130-1 　☏ 249-4828

[bookmark: _Hlk46912199]② 金沢こども広場
＜どんなとこ＞
  親子が一緒に遊びながらコミュニケー 
 ションを深めるところです。また、家庭が 抱える子育ての不安や悩みを解消し、  子どもとのかかわり方がスムーズになる
よう遊びの指導や子育ての情報を提供し、様々な相談に応じます。
＜利用方法は＞
直接利用施設に申し込みしてください。
＜利用料金＞
無料で利用できます。
・金沢駅こどもらんど（金沢あんと内）
[bookmark: _Hlk202031925]　　木の新保町1-1　　　☏ 260-4150
・駅西子ども広場(駅西福祉保健センター内)
[bookmark: _Hlk202032187]　　泉野町6-15-5　　　 ☏ 234-5136
[bookmark: _Hlk202032322]・泉野子ども広場(泉野福祉保健センター内)
　　泉野町6-15-6　　　 ☏ 226-1154
・元町子ども広場(元町福祉保健センター内)
[bookmark: _Hlk202032497]　　元町1-12-12　　　　☏ 251-2258
・教育プラザ富樫子育て広場
[bookmark: _Hlk202032626]　　教育プラザ富樫3号館　☏ 243-1054
・近江町交流プラザちびっこ広場
[bookmark: _Hlk202032782]近江町いちば館３階　☏ 260-6724
・まるびいすくすくステーション
　　金沢21世紀美術館内 ☏ 220-2800
[bookmark: _Hlk46912768]③ 育児サークル
＜どんなもの＞
乳幼児を持つ保護者にとって、同じ年頃の子どもを持つ仲間との交流は欠かせないものであり、このような人たちが集まって自主的に活動をしています。
＜利用方法は＞
直接各サークルに申込してください。 
＜利用料金＞
基本的には無料ですが、会費を徴収しているところもあります。
[bookmark: _Hlk49228744][bookmark: _Hlk46915778]＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk46915359]いしかわ結婚・子育て支援財団事務局
[bookmark: _Hlk48720428]鞍月東2-1  ☏ 255-1543

[bookmark: _Hlk46913360]④ 児童館
[bookmark: _Hlk49228191]＜どんなとこ＞
子ども達に仲間との遊びの場を提供し、各種教室や季節の行事などを企画しています。
＜利用方法は＞
各児童館で行事ごとの申し込みを受け付けています。
[bookmark: _Hlk46951384]＜利用料金＞
無料で利用できます。（教材費は有料）
＜問合せ先＞
　・安原児童館
　　　福増町北1064　　☏ 249-8930
　・城北児童会館
　　　小坂町西8-11　　☏ 251-0444
　・いしかわこども交流センター
　　　法島町11-8　　　☏ 243-6501

[bookmark: _Hlk46914357]⑤ 県立図書館こどもエリア
＜どんなとこ＞
　親子で一緒に本を読んだり、ゆっくり過ごしたりできる場所で、年齢や興味の合わせて好きな場所で過ごせます。
＜利用料金＞
駐車料金30分無料(以降30分毎に100円)
＜問合せ先＞
県立図書館 小立野2-43-1 ☏ 223-9565
　　　　　[image: 読書のイラスト/無料イラスト・フリー素材]
３．相談する
1 子育て世代包括支援センター
[bookmark: _Hlk46917144][bookmark: _Hlk46913858]＜どんなとこ＞
　妊娠から出産・育児まで、乳幼児の発育・健康についての専門的な指導・相談・情報提供などをしています。
＜利用方法は＞
　直接センターに連絡してください。
＜利用料金＞
基本的に全て無料です。
＜問合せ先＞
・泉野福祉保健センター
　　泉野町6-15-5　　☏ 242-1131
・元町福祉保健センター
　　元町1-12-12　　 ☏ 251-0200
・駅西福祉保健センター
　　西念3-4-25　　　☏ 234-5103

2 児童相談所
＜どんなとこ＞
子どもの成長に伴い様々な悩みや問題が出てきます。そのような時に専門の相談員や児童心理司、医師などが適切なアドバイスをしてくれるところです。また、乳幼児の発達、心身の障害に関する相談などあらゆる相談に応じてくれます。
＜問合せ先＞
こども相談センター
[bookmark: _Hlk48725571]　 富樫3-10-1　☏ 243-4158

③ 主任児童委員
[bookmark: _Hlk48823479]＜どんなもの＞
複雑・多様化する児童問題を主に担当し、様々な相談・支援活動を行っています。

	委員名
	電話番号
	担当区域

	松崎 敏雄
	090-3297-9725
	安原小学校区

	中川理絵子
	090-8099-3573
	緑小学校区



④ 児童家庭相談室
[bookmark: _Hlk48823715]＜どんなもの＞
経済的に困難な状況にある子どもやひとり親家庭の相談・支援を行っています。
[bookmark: _Hlk48823741]＜問合せ先＞
児童家庭相談室　☏ 220-2422
⑤ 養育費の相談
＜どんなもの＞
ひとり親家庭の経済的安定のために養育費に関する相談を行っています。
＜問合せ先＞
・児童家庭相談室　　☏ 220-2422
・金沢市母子寡婦福祉連合会 
[bookmark: _Hlk48823894]☏ 224-3417
   ・金沢権利擁護センター
☏ 231-3521

⑥ 発達障害についての相談
[bookmark: _Hlk48822860]＜どんなとこ＞
発達障害の方々を中心として、発達上の悩みを持つ方やその家族等のための支援を行っています。
＜利用方法は＞
あらかじめ予約の電話をしてください。また、電話での相談も受けています。
＜利用料金＞
無料で相談できます。
＜問合せ先＞
石川県発達障害支援センター
　　鞍月東2-6　　☏ 238-5557


4． 利用する
1 産前産後休業
＜どんなもの＞
出産予定の女性労働者は、請求することにより出産予定日の6週間（多胎の場合は14週間）前から産前休業が取得できます。また、産後休業については、請求しなくても出産後8週間は取得できます。
なお、産前産後休業中及び産後休業後30日間は法により解雇は禁止されています。
＜利用方法は＞
[bookmark: _Hlk48649772]産前休業は職場の担当者を通じて事 業主に請求し、産後休業は出産日を連絡して取得します。
＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk48649837]　   金沢労働基準監督署
　   新神田4-3-10　　☏ 292-7945

2 [bookmark: _Hlk46945466]育児時間
＜どんなもの＞
出産後に職場復帰した女性労働者は、子どもが満1歳になるまで1日２回、各々少なくとも30分間の育児時間を請求することができます。
＜利用方法は＞
職場の担当者を通じて事業主に請求 します。
＜問合せ先＞
金沢労働基準監督署
　   新神田4-3-10　☏ 292-7945
[image: おむつがえするお母さんと赤ちゃんのイラスト（ソフト ...]
3 育児休業（出生時育児休業）
＜どんなもの＞
男女にかかわらず子どもが満１歳（保育所に入れないなどに１歳６か月、更に入れない場合は２歳）になるまでの希望する期間、休業することができます。
この間は申請することで社会保険料が会社・自己負担ともに免除されます。
[bookmark: _Hlk48655457][bookmark: _Hlk48653870]＜利用方法は＞
休業する１か月前（１歳６か月及び２歳の場合は２週間前）までに事業主へ書面で申し出ます。
＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk48651753]石川県労働局雇用環境・均等室
　西念3-4-1　　☏ 265-4429

4 育児休業給付金
＜どんなもの＞
育児休業中に給与がもらえない人に一定の給付金を支給して育児休業を取りやすく、復帰の援助をするものです。
＜対象者は＞
雇用保険の一般被保険者で、育児休業開始日前２年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある場合
＜支給額＞
休業前賃金の67％を支給対象期間ごとに給付(180日経過後は50%を給付)
＜問合せ先＞
金沢公共職業安定所
　  鳴和1-18-42　☏ 253-3030

5 短時間勤務制度
＜どんなもの＞
子育ての時間を確保することが仕事を続けるために必要となってくることから、一定の条件を満たす３歳未満の子を養育する男女労働者が利用できます。
＜利用方法は＞
制度の内容や手続の方法は、事業主が定めることとなっているので、職場の担当者に確認し申し出ます。
＜問合せ先＞
石川県労働局雇用環境・均等室
　 西念3-4-1  ☏ 265-4429

6 出産手当金
＜どんなもの＞
被保険者が産休中に給与が出ない場 合や減額される場合に標準報酬月額の3分の2を限度に出産の日以前42日目から出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で支給されます。
＜問合せ先＞
全国健康保険協会石川支部
　南町4-55  ☏ 264-7202

7 出産育児一時金
＜どんなもの＞
[bookmark: _Hlk46948649]協会けんぽの加入者が子どもを出産 したとき、子ども1人につき50万円の一    時金が受けられます。
㋐ 医療機関等への直接支払制度
　　協会けんぽから直接、医療機関へ支払う方法で、病院の窓口に支払う出産費用が軽減されます。
㋑ ㋐を利用しなかった場合、協会けんぽから加入者へ一時金を支給します。
また、㋐を利用した場合でも出産費用が50万円未満だった場合、差額を支給します。　　
＜問合せ先＞
全国健康保険協会石川支部
　 南町4-55  ☏ 264-7202

8 出産費用貸付制度
＜どんなもの＞
協会けんぽの被保険者又は被扶養者で出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1か月以内の方、もしくは妊娠4か月（85日）以上の方で、病院・参院等に一時的な支払いを要する方が利用できます。
＜貸付額・利子＞
出産育児一時金支払い見込み額の８割相当が限度
[bookmark: _Hlk48674831]＜問合せ先＞
全国健康保険協会石川支部
南町4-55　☏ 264-7202

　　[image: 子育て安心教室 ２０２０／５／２５（月） 午後１時～３時 無料 ...]

9 児童手当
＜どんなもの＞
保護者の子育て費用負担を軽減する ため中学校終了までの児童を養育している方に支給されます。
【支給額】
3歳未満  15千円/月 
3歳～12歳　第1・2子　10千円/月
　　　　　　第3子以降 15千円/月
13歳～15歳（中学生）  10千円/月
所得制限限度額超世帯    5千円/月
＜利用方法は＞
子育て支援課へ申請してください。
[bookmark: _Hlk48657961]＜問合せ先＞
子育て支援課　☏ 220-2285



10 児童扶養手当
＜どんなもの＞
父(母)と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の安定と自立を促進し、児童福祉を増進するための手当てを支給します。（所得制限有）
児童１人の場合
全部支給：46,690円
一部支給：46,680円～11,010円
　 　児童２人目以降
全部支給：11,030円
一部支給：11,020円～5,520円
物価スライドに伴う手当額の変動があります。（対象児童は18歳の年度末まで）
＜対象者は＞
児童を監護している母（父）又は母（父）に代わって養育している者
＜申請に必要な書類等＞
本人・対象児・扶養義務者のマイナンバー確認書類が必要です。
・戸籍謄本・年金手帳・銀行口座のわかるもの・印鑑・健康保険証等
＜問合せ先＞
子育て支援課　　☏ 220-2285

11 プレミアムパスポート
[bookmark: _Hlk48655263]＜どんなもの＞
　 18歳未満の子ども(妊娠中を含む）　　　　が２人以上いる家庭を対象に発行されるパスポートを提示することで協賛店から各種割引等の特典が受けられます。
[bookmark: _Hlk48655914]　　※協賛店は下記ホームページを確認
      https://www.i-oyacomi.net/prepass/
＜申請窓口＞
・子育てにやさしい企業推進協議会
（事務局：いしかわ結婚・子育て支援財団）
[bookmark: _Hlk48725871]鞍月東2-1　☏ 255-1543
[image: ３月 親子ニコニコ子育てサロン ｜ 久御山町社会福祉協議会]
12 いしかわエンゼルマーク運動
＜どんなもの＞
おむつ替え設備の設置や粗品プレゼント、親子で参加できるイベントの実施など全ての子育て家庭を対象に企業・団体が応援・サービスを提供してくれます。
＜利用方法は＞
・チャイルド・プレミアム事業
　 毎月19日「県民育児の日」にこども1人以上同伴で協力店を利用した際に各種割引や特典が受けられます。
・親子ウエルカム活動
　　 授乳やおむつ替え、ミルクを作るためのお湯やキッズスペース等を利用できます。
また、親子連れの買い物客に粗品のプレゼント、商品の割引、ポイントの倍増なども受けられます。
・その他、子どもだけでなく親子で参加できる活動を行っている企業・団体もあります。
※協力店、赤ちゃんの駅は下記ホームページを確認ください。
      https://www.i-oyacomi.net/prepass/

13 育児用品のリサイクル
[bookmark: _Hlk48657114]＜どんなもの＞
成長の早い乳幼児の洋服などは、すぐに使えなくなることから資源の有効活用と育児費用の軽減を図るため、フリーマーケットや交換の場を開設しています。
【開催・問合せ先】
・育児用品リサイクルショップ
[bookmark: _Hlk48656835]日 時：原則毎月第４木曜日
10:30～12:00
会 場：金沢港クルーズターミナル1F
        　  無量寺町リ-65 ☏ 225-7030
＜問合せ先＞
いしかわ結婚・子育て支援財団　
[bookmark: _Hlk48720791]鞍月東2-1　　　☏ 255-1543

　 ・金沢市とむろキッズの森リユース市
日 時：毎月第２水曜日10:00～12:00
会 場：戸室リサイクルプラザ
        　戸室新保ハ604  ☏ 236-1600
[bookmark: _Hlk48673035]＜問合せ先＞
金沢市リサイクル推進課 ☏ 220-2302

14 子育て支援タクシー
＜どんなもの＞
仕事などで子どもの送迎ができない場合に、専門の研修を受けた乗務員があらかじめ保護者から予約された子どもの通園、通学、塾や病院などへの移動を支援するサービスです。
【利用料金】
通常の料金です。
＜問合せ先＞
石川県タクシー協会
鞍月2-1-4　　☏ 254-1348

15  ホームスタート
未就学児が１人でもいる家庭に研修を受けた地域の子育て経験者が訪問するもので、週に１度、２時間程度、4～6回程度訪問し、友人のように寄り添いながら「傾聴」や「協働」等の活動をします。
＜利用方法は＞
各実施施設で直接受け付けています。
＜対象年齢は＞
６歳未満の子どもがいる家庭
【利用料金】
無料で利用できます。
＜実施施設＞
ホームスタートはくさん
白山市殿町39  　☏ 275-8677
[image: 出張！子育て支援コラボイベント☆すみれ幼稚園の先生と ...]
16  産前・産後ママヘルパーの派遣
[bookmark: _Hlk48673367]＜どんなもの＞
妊娠中や出産後、育児・家事の支援を要する家庭にヘルパーを派遣して、育児や日常生活を支援します。
＜対象者＞
市内に在住する育児や家事などを手伝ってくれる人がいない産前又は出産後６か月以内のお母さんとその配偶者
【援助内容】
育児援助：沐浴・授乳の手伝いなど
  家事援助：調理、食事の片づけ、洗濯、清掃、買い物
　兄弟・姉妹の世話：在宅における兄弟・姉妹の育児の手伝い
【派遣時間】
　・月～金の午前9時から午後5時
　・１日１回、１回につき２時間
【派遣回数】
　・産前：20回まで
　・出産・退院後２か月以内に20回まで
【料金】
　　１回につき1,000円（所得税非課税世帯は250円、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は無料）
＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk48673134]子育て支援課　　　　☏ 220-2285
金沢健康福祉財団　　☏ 260-0071

17 かなざわ子育てすまいるクーポン
[bookmark: _Hlk48676642]＜どんなもの＞
小学校入学前の子どもを対象に文化、スポーツ、公衆浴場、県立施設等を親子で利用するときの利用券、一時預かり等の助成券、絵本の交換券等のクーポンを交付します。
＜問合せ先＞
子育て支援課　　☏ 220-2285

18 金沢市育英会奨学資金の支給
[bookmark: _Hlk48825785]＜どんなもの＞
[bookmark: _Hlk48676982]学業が優れ又は文化・スポーツ活動に熱心に取り組み、生活態度が良く、健康上就学に支障がないが経済的理由で高等学校及び特別支援学校の高等部に就学困難な生徒に対し、奨学資金を支給する。
支 給 額：月額10,000円
出願期間：４月中旬～５月中旬
※学校を通じて願書を提出する。
＜対象者は＞
保護者が市内に住居している高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒
（他の奨学資金との併給はできません。）
＜問合せ先＞
金沢育英会事務局(子育て支援課内)
☏ 220-2285
19 母子生活支援施設
＜どんなとこ＞
生活上のいろいろな問題のため、児童の養育が十分にできない場合に母子家庭の母と子が一緒に入所し、安定した生活を送るための児童福祉施設です。
施設職員が母子の自立を支援します。
[bookmark: _Hlk48826941]＜問合せ先＞
子育て支援課 ☏ 220-2285

20 各種医療助成制度
「子育て支援医療費助成」
＜どんなもの＞
１か月の治療費(通院及び入院時の自己負担分)の一部を助成してくれます。
【助成対象】
中学生まで(R5.10からは18歳まで)
【自己負担額】(１医療機関当り)
・通院：1日上限500円
・入院：月1,000円
・調剤：無料(保険薬局における保険調剤)
＜問合せ先＞
健康政策課 ☏ 220-2233

「未熟児養育医療」
[bookmark: _Hlk48829112]＜どんなもの＞
入院を必要とする未熟児の医療を給付します。(保護者の所得額等に応じ一部負担)
【対象者】
未熟児（１歳未満）
【申請に必要な書類】
申請書、マイナンバー確認書類、印鑑養育医療意見書、承諾書、健康保険証、世帯調査書など
＜問合せ先＞
駅西福祉健康センター ☏ 234-5103

「小児慢性特定疾患医療」
＜どんなもの＞
定められた疾病にかかる18歳未満の児童の医療を支給します。(一部自己負担有)
【対象者】
18歳未満の特定疾患児童
【申請に必要な書類】
申請書、マイナンバー確認書類、印鑑、医療意見書、同意書、健康保険証など

＜問合せ先＞
駅西福祉健康センター ☏ 234-5103

「ひとり親家庭等医療費助成」
＜どんなもの＞
１か月間の治療費（通院及び入院時の保険診療にかかる自己負担額）の一部を助成します。（児童手当と同様の所得制限有）
[bookmark: _Hlk48828753]【対象者】
満18歳以降の最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭の母・父及びその児童、父母のいない児童、父又は母が重度の障害にある児童及び父又は母
※中学３年生までの児童は、子育て支援医療費助成制度で助成（現物支給）
【助成方法】
市内の指定医療機関で資格証を提示し、窓口で健康保険の本人負担額を支払った場合、後日、指定の口座に振り込まれます。
【申請に必要なもの】
ひとり親家庭等医療費受給資格証、領収書（原本）、健康保険証、印鑑
[bookmark: _Hlk73531873]＜問合せ先＞
健康政策課　　☏ 220-2233
　　[image: 神辺町の子育て支援ガイド』 乳児健康相談 | 神辺町情報サイト ...]










【子どもの虐待とは】

保護者が子どもに対する次のような行為によって、子どもの心を傷つけ、健やかな成長・発達を損なうことを言います。

１．子どもの虐待のタイプ
　① 身体的虐待
殴る、蹴る、突き飛ばす、首を絞める、たばこの火を押し付ける、冬に戸外に締め出すなど身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼす行為です。また、首がすわっていない乳児をあやすために強く揺さぶる行為も含まれます。

[image: 子育て相談 | とーときっずるーむ｜金沢市田上さくらの児童発達 ...]

3  心理的虐待
言葉による脅かしや拒否的な態度をすることで、子どもの心を傷つける行為です。また、子どもの目前での配偶者に対する暴言や暴力など子どもに著しい心理的外傷を与えるものも含まれます。
[image: 子育て豆知識 | 長崎市 冨永小児科アレルギー科医院]
③ 性的虐待
子どもに性的行為や性的いたずらをする、性器をみせる、性に関するビデオを観ることを強要するなどです。

4 ネグレクト（放置、保護の怠慢）
食事を与えない、汚れた衣服を着たままにする、病気にかかっても医者に診せないなどの不適切な養育、子どもの安全に対する重大な不注意や無関心な行為を言います。また、保護者以外の同居人による虐待を放置することも含まれます。
[image: お知らせ】子育て支援専門員だより『こまめ』夏号（改訂版 ...]

２．虐待が子どもに及ぼす影響
　　子どもへの体罰や暴言が脳内に様々な変化を引き起こし、目に見えない大きなダメージを与えてきています。これは子どものその後の人生に「生きづらさ」を抱えさせる原因にもなりかねません。
子どもへの体罰や暴言は、保護者が望む「愛の鞭」をもたらす結果にはならず子どもにとって「百害あって一利なし」ということを認識しておくべきです。

３．一人で悩んでいませんか
保護者にとって子どもの心や体の成長・発達について、不安になることもあるでしょう。そうした悩みがある場合には、一人で悩まないで、周りの人や身近な相談機関（市保健センター、保育所、児童相談所等）の利用、育児サークルへの参加などにより、よき相談相手をつくりましょう。
※４ページの「相談する」を参照

～虐待かもと思ったら
☏１８９ (いちはやく)番へ(全国共通ダイヤル)～
又は、☏ 243-8348へ（こども相談センター）
※ 通告義務は、守秘義務に優先します。

[image: えなスクールネットワーク :: 子育てサロン スクールカウンセラー]
こどもの救急

「お医者さんに行く前に」

【夜間小児救急電話】
＜どんなもの＞
夜間に急な病気や事故で具合が悪いとき、家庭でどのように対処すればよいか、直ちに医者に行く必要があるかについて、電話で小児科の医師などがアドバイスします。
【受付時間】
午後6時～翌朝8時（365日毎日実施）
＜問合せ先＞
☏ 238-0099（又は#8000）

[image: ]

【休日夜間救急センター】
[bookmark: _Hlk48818403]＜どんなとこ＞
一般の医療機関が診療時間外となる休日や夜間に急に体の具合が悪くなった子どものため、市が設置するものです。
昼は他の病院や診療所などで働いている医師の奉仕によって運営されています。
【診療時間】午後7:30～午後11:00
（365日毎日診療）
【診療科目】内科・小児科
【医療機関案内】
午後7:30～翌朝午前9:00
（午後11時以降は自動応答）
[bookmark: _Hlk48818743]＜問合せ先＞
金沢広域急病センター
（駅西福祉健康センター1階）
西念3-4-25　☏ 222-0099

　
【休日当番医】
＜どんなとこ＞
休日夜間に入院するほどでもないが医者に診てもらいたい場合に軽症のこどもに対応するため、診療所が当番制で「休日当番医」を実施しています。
＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk48820552]【パソコンからは】
石川県医療・薬局機能情報提供システム
http://i-search.pref.ishikawa.jp　又は
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/
index.html

【救急車の呼び方】

「まずは１１９にダイヤルを！」
1 局番なしの「119」をダイヤルします。
2 「救急車をお願いします」と伝えます。
3 次のことを伝えましょう。
・こどもの年齢と名前
・住所（住所の目標となる建物）
・電話番号
4 こどもの症状を伝えましょう。

「救急車を待っている間」
1 次のものを準備しましょう。
健康保険証、母子健康手帳、お金
2 玄関の鍵を開けておきましょう。
3 家族や近所の人がいれば、救急車が到着した時の誘導をお願いしましょう。

「救急車で病院に行くとき」
1 救急救命士の指示に従いましょう。
2 家を出る前に火元を確認！
3 あわてて、こどもを抱っこして救急車に乗ったとき、靴を忘れることがあります。入院せずに帰宅することもあるので靴を持っていきましょう。
4 戸締りを忘れずに！
　　　[image: 小児科診察(カラー）]
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